
 

変更後 変更前 

３ 地域再生計画の区域 

  岡山県久米郡美咲町の全域（供用開始区域を除く。） 

 

４ 地域再生計画の目標 

南は吉備中央町、岡山市、久米南町及び赤磐市 

目標：汚水処理施設整備の促進（汚水処理人口普及率 

43.2％ を 68.4％ に向上） 

    

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

〔施設の種類〕 

公共下水道（特定環境保全・中央処理区/平成 14 年 3月 15 日

認可/平成 19 年 3月 13 日認可/平成 20 年 4月 21 日認可） 

     （特定環境保全・柵原処理区/平成 18 年 11 月 14

日認可/平成 22 年 3月認可予定） 

 

〔事業期間〕 

・公共下水道（中央処理区） 平成 18 年度～平成 22 年度 

（柵原処理区） 平成 19 年度～平成 22 年度 

・浄化槽          平成 17 年度～平成 22 年度 

 

〔整備量〕 

・公共下水道（中央処理区）  管渠 φ150～300 L=18,620m

・浄化槽（個人設置型）   400 基 

 

〔事業費〕 

・公共下水（中央処理区） 

 事業費  1,500,000 千円（うち交付金 750,000 千円） 

 単独事業費 280,000 千円 

・公共下水（柵原処理区） 

 事業費  1,450,000 千円（うち交付金 753,800 千円） 

 単独事業費 259,700 千円 

・農業集落排水施設 

 事業費   886,780 千円（うち交付金 443,390 千円） 

 単独事業費 175,800 千円 

・浄化槽（個人設置型） 

 事業費   162,009 千円（うち交付金 54,003 千円） 

・総事業費 

 事業費  3,998,789 千円（うち交付金 2,001,193 千円） 

 単独事業費 715,500 千円 

 

６ 計画期間 

  平成 17 年度～平成 22 年度  

３ 地域再生計画の区域 

  岡山県久米郡美咲町の区域 

 

４ 地域再生計画の目標 

南は吉備中央町、建部町、久米南町及び和気町 

目標：汚水処理施設整備の促進（汚水処理人口普及率

43.2％ を 68.2％ に向上） 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

〔施設の種類〕 

公共下水道（特定環境保全・中央処理区/平成 14 年 3月 15 日

認可/平成 19 年 3月認可予定） 

（特定環境保全・柵原処理区/平成 18 年 11 月 14 日認可） 

 

〔事業期間〕 

中央処理区） 平成 18 年度～平成 21 年度・公共下水道（  

（柵原処理区） 平成 19 年度～平成 21 年度 

・浄化槽          平成 17 年度～平成 21 年度 

 

〔整備量〕 

中央処理区）  管渠 φ150～300 L=16,380m・公共下水道（

・浄化槽（個人設置型）   460 基 

 

〔事業費〕 

中央処理区） 

（うち交付金 750,000 千円） 

・公共下水（

事業費  1,500,000 千円

単独事業費 230,000 千円 

・

（うち交付金 594,500 千円）

公共下水（柵原処理区） 

 事業費  1,139,000 千円  

 単独事業費 130,000 千円 

・農業集落排水施設 

 事業費   987,780 千円（うち交付金 493,890 千円） 

 単独事業費 187,800 千円 

・浄化槽（個人設置型） 

 事業費   187,251 千円（うち交付金 62,417 千円） 

3,814,031 千円（うち交付金 1,900,807 千円）

・総事業費 

 事業費   

 単独事業費 547,800 千円 

 

６ 計画期間 

～平成 21 年度  平成 17 年度  

 


